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数
次
相
続
と
遺
産
分
割 

事
例
に
学
ぶ
遺
産
分
割 

 
 

 

（そ
の
３
） 

  

父
が
五
年
前
に
亡
く
な
っ

て
、
相
続
登
記
手
続
を
し
て

い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
先
日
長

男
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。 

 

父
の
相
続
人
は
母
（亡
父
か

ら
見
れ
ば
妻
）
と
亡
き
長
男

を
含
む
子
三
人
、
長
男
の
相

続
人
は
妻
と
子
一
人
で
す
。 

 

父
名
義
の
不
動
産
の
名
義

を
亡
長
男
の
子
に
変
更
を
す

る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
良
い
の

で
し
ょ
う
か
？ 

  

事
例
の
よ
う
に
、
二
つ
の
相

続
が
連
続
し
て
発
生
し
、
権

利
が
順
次
移
転
す
る
こ
と
を 

        

数
次
相
続
と
呼
び
ま
す
。 

 

数
次
相
続
に
よ
る
相
続
登

記
手
続
に
お
い
て
は
、
第
一

次
相
続
と
第
二
次
相
続
の
登

記
手
続
を
順
次
行
う
こ
と
が

原
則
で
す
。 

 

し
か
し
先
例
に
よ
り
、
第

一
次
相
続
が
単
独
相
続
で

あ
っ
た
場
合
、
第
一
次
相
続

と
第
二
次
相
続
を
一
括
し
て

登
記
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

 

事
例
の
場
合
、
第
一
次
相

続
の
相
続
人
は
四
名
で
す
の

で
、
右
先
例
に
は
該
当
し
ま

せ
ん
。 

 

し
か
し
遺
産
分
割
に
よ
り
、

第
一
次
相
続
を
単
独
相
続

と
す
れ
ば
、
右
一
括
登
記
申

請
が
可
能
に
な
り
ま
す
。 

 

た
だ
し
、
第
一
次
相
続
に

お
け
る
相
続
人
の
一
人
で
あ

る
長
男
が
既
に
亡
く
な
って
い

る
の
で
、
遺
産
分
割
協
議
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。 

 

遺
産
分
割
協
議
は
、
相
続

人
全
員
で
し
な
け
れ
ば
無
効

と
い
う
の
が
原
則
で
す
。 

 

し
か
し
、
相
続
人
の
内
に

亡
く
な
っ
た
者
が
あ
る
場
合
、

そ
の
者
の
相
続
人
全
員
が
遺

産
分
割
協
議
に
参
加
す
る
こ

と
に
よ
り
、
第
一
次
相
続
の

遺
産
分
割
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

 

事
例
の
場
合
、
長
男
の
妻
と

子
が
第
一
次
相
続
の
遺
産
分

割
協
議
に
参
加
し
、
第
一
次

相
続
を
長
男
の
単
独
相
続
と

し
、
第
二
次
相
続
を
長
男
の

子
の
単
独
相
続
と
す
る
こ
と

と
し
て
、
そ
の
内
容
の
遺
産

分
割
協
議
書
を
作
成
す
る
こ

と
に
よ
り
、
一
件
の
登
記
申

請
で
、
亡
父
名
義
の
不
動
産

を
亡
長
男
の
子
に
名
義
変
更

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま

す
。 

 

当
事
務
所
で
は
、
数
次
相

続
に
よ
る
遺
産
分
割
に
基
づ

く
相
続
登
記
手
続
に
も
対

応
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

ち
ょ
っ
と
ひ
と
息 
  

元
日
に
、
和
歌
山
県
新
宮

市
の
「
熊
野
速
玉
大
社
」
に
お

参
り
し
ま
し
た
。 

 

熊
野
本
宮
大
社
、
熊
野
那

智
大
社
と
並
ぶ
、
熊
野
三
山

の
一
つ
で
す
。 

 

主
祭
神
は
、
熊
野
速
玉
大

神
と
熊
野
夫
須
美
大
神
。 

 

孝
謙
天
皇
の
御
世
、
熊
野

三
山
の
中
で
も
い
ち
早
く
、

「
熊
野
権
現
」
の
称
号
を
賜
っ

た
と
の
こ
と
で
す
。 

 

有
名
な
神
社
で
す
が
、
そ

れ
ほ
ど
混
雑
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
子
連
れ
で
も
安
心
し

て
お
参
り
が
で
き
ま
し
た
。 

           

建
物
滅
失
登
記
の
ス
ス
メ 

  

建
物
を
取
り
壊
し
た
際
に

は
、
建
物
滅
失
登
記
の
手
続

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

建
物
滅
失
登
記
を
す
る
と
、

法
務
局
か
ら
所
在
地
の
市
区

町
村
に
通
知
が
な
さ
れ
、
翌

年
か
ら
当
該
建
物
の
固
定
資

産
税
が
賦
課
さ
れ
な
く
な
り

ま
す
。  

 

ま
た
、
不
動
産
を
担
保
に

銀
行
融
資
を
受
け
る
場
合
、

取
壊
し
済
み
の
建
物
の
登
記

が
残
っ
た
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
審

査
の
障
害
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。 

 

建
物
滅
失
登
記
手
続
に
は
、

解
体
工
事
業
者
の
取
壊
し
証

明
書
が
必
要
で
す
が
、
何
年

も
前
に
取
り
壊
し
た
の
で
業

者
が
分
か
ら
な
い
場
合
、
証

明
で
き
る
方
の
滅
失
証
明
書

で
も
対
応
可
能
で
す
。 

 

ま
た
、
建
物
の
所
有
者
が

亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
相

続
人
か
ら
滅
失
登
記
申
請

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

建
物
滅
失
登
記
手
続
に
つ

き
ま
し
て
は
、
当
事
務
所
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

ま
め
ま
メ
モ 

まま
めめ
まま
めめ
通通
信信  

二
〇
一
四
年
一
月 

第
八
号 

  

司
法
書
士
高
橋
大
治
郎
事
務
所
か
ら
、
耳
寄
り
な 

情
報
を
発
信
い
た
し
ま
す
。 



司法書士高橋大治郎事務所ミニコミ「まめまめ通信 ２０１４年１月 第８号」     （２） 
 

 
 

忘
れ
た
頃
に
相
続
税
が
… 

  
相
続
税
は
、
相
続
開
始
に

よ
り
、
誰
に
で
も
発
生
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

原
則
的
に
は
、
遺
産
の
評

価
額
が
、
相
続
税
の
基
礎
控

除
額
を
超
え
る
場
合
に
、
申

告
義
務
が
発
生
し
ま
す
。 

 

し
か
し
、
相
続
税
制
に
お
い

て
は
、
生
命
保
険
金
や
死
亡

退
職
金
と
い
った
、
法
律
上
遺

産
と
は
さ
れ
な
い
財
産
も
、

「
み
な
し
相
続
財
産
」
と
し
て
、

課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
相
続
開
始
前
三
年

以
内
に
贈
与
が
あ
っ
た
場
合
、

課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
注
意
が
必
要
な
の

が
、
「
相
続
時
精
算
課
税
」
の

適
用
を
受
け
た
贈
与
が
あ
っ

た
場
合
、
必
ず
課
税
対
象
に

な
る
こ
と
で
す
。 

 

実
際
に
あ
った
事
例
で
す
が
、

相
続
人
三
人
が
、
被
相
続
人

の
生
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
贈
与

を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の

う
ち
の
一
人
だ
け
、
相
続
時

精
算
課
税
の
選
択
を
し
て
贈

与
税
の
申
告
を
し
て
い
ま
し

た
。 

 

相
続
時
精
算
課
税
の
適
用

を
受
け
た
場
合
、
最
高
二
五

〇
〇
万
円
の
特
別
控
除
額
が

あ
る
た
め
、
贈
与
税
の
節
税

に
は
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

必
ず
相
続
税
申
告
時
に
跳

ね
返
って
き
ま
す
。 

 

相
続
人
の
内
に
、
相
続
時

精
算
課
税
の
適
用
を
受
け
た

者
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
他
の
相
続
人
二
名
は
、
相

続
税
の
申
告
を
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。 

 

数
年
経
過
後
、
税
務
署
よ

り
指
摘
が
あ
り
、
あ
わ
て
て

相
続
税
の
申
告
を
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。 

 

税
の
過
少
申
告
、
申
告
漏

れ
等
に
は
罰
則
も
あ
り
ま
す

の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。 

    

毎
月
第
３
土
曜
日
、
当
事
務

所
に
お
い
て
、
「
相
続
・
遺
言

休
日
相
談
会
」
を
開
催
し
て

お
り
ま
す
（参
加
費
不
要
）
。 

 

時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で
で
す
。 

 

     

高
橋
事
務
所
の
忘
年
会

は
、
家
族
揃
っ
て 

  

一
二
月
二
八
日
、
高
橋
事

務
所
の
忘
年
会
を
、
「
中
国

料
理 

紅
鶴 

グ
ラ
ン
フ
ェ
ス

タ
店
」で
行
い
ま
し
た
。 

 

野
里
地
区
の
威
徳
寺
町
に

本
店
を
置
く
名
店
で
、
グ
ラ

ン
フ
ェ
ス
タ
オ
ー
プ
ン
時
に
駅

前
に
出
店
さ
れ
ま
し
た
。 

 

平
成
二
五
年
の
仕
事
を
納

め
、
大
掃
除
も
済
ん
だ
と
こ

ろ
で
、
所
員
の
家
族
も
招
待

し
て
執
り
行
い
ま
し
た
。 

 
お
店
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
食
材

の
真
鯛
を
お
ろ
し
た
も
の
を

持
っ
て
き
た
の
で
、
山
本
さ
ん

が
に
っ
こ
り
ピ
ー
ス
。 

       

 

家
族
揃
っ
て
年
末
年
始
は 

南
紀
白
浜
・勝
浦
旅
行 

  

長
女
を
含
め
、
親
子
孫
の

三
世
代
で
、
年
末
年
始
、
南

紀
白
浜
、
勝
浦
に
旅
行
に
行

っ
て
き
ま
し
た
。 

 

前
回
の
旅
行
の
際
は
、
長

女
が
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
を
恋
し
が
っ
て
大
変
で

し
た
が
、
今
回
は
大
丈
夫
。 

 

ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド

は
、
長
女
も
大
喜
び
で
、
大

は
し
ゃ
ぎ
で
し
た
。 

 

車
で
片
道
約
七
時
間
、
二

泊
三
日
の
強
行
軍
で
し
た
が
、

初
詣
に
行
っ
た
り
、
家
族
全

員
で
カ
ラ
オ
ケ
を
し
た
り
と
、

忙
し
い
年
末
年
始
で
し
た
。 

 

（編
集
長 

高
橋
克
彰
） 

          

       

コ

ム

ラ

高橋大治郎事務所 
司法書士・行政書士・土地家屋調査士   WEB なら、「姫路 相続」で検索。 

フリーダイヤル そうぞく・いごん 

    0120-339-150 

お電話でのご相談は、こちら… 

お電話お待ちしております。 

こんなお悩みありませんか？ 
◆トラブル防止に遺言を書きたい。 

◆不動産の名義変更をしたい。 

◆借金があり、相続放棄をしたい。 

◆生前贈与の相談をしたい。 

等々、何でも気軽にご相談ください。

所在：姫路市東延末三丁目１８番地 
JR 姫路駅から徒歩８分。駐車場有。 

兵庫・姫路 相続遺言相談室 

相
談
会
情
報 


